
 

 

令和 7 年 6 月吉日 

お 客 さ ま 各 位 

新 潟 縣 信 用 組 合 

貸金庫「副鍵」の本部集中保管について 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 新潟縣信用組合では、貸金庫の管理は厳重かつ万全を期しておりますが、引き続

きお客さまに安心してご利用いただくため、「副鍵」の保管・管理について令和 7 年

7 月より各貸金庫設置店舗から本部へ変更致します。変更に伴い、お客さまが貸金

庫の鍵を紛失された場合などには、開錠に日数を要することになります。大変ご不

便をお掛けしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

１．概要 

契約者の貸金庫の副鍵は、すべて本部で保管・管理を行います。 

 

２．留意事項 

  今後は、貸金庫の解約および貸金庫鍵の紛失等のお手続きには、副鍵のお取り

寄せに日数を要することとなりますので、あらかじめお取引店へご連絡のうえご

来店いただきますようお願いいたします。 

   

以   上 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

新潟縣信用組合 事務部 

TEL 0120-531-183 

（受付時間 平日 9：00～17：00） 


